
子どもの権利（人権）について

未来を担う子どもたちが、健康で個性豊かに成長し、生まれ

持った能力を十分に伸ばしながら幸せに過ごしてほしい、とい

うのは私たち共通の願いです。

これらの願いを、すべての子どもが持つ権利を守る規範とし

て明文化した「子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）

(以下「権利条約」という。)」が 1989 年に国連で採択され、

日本も 1994 年に批准しました。ここでいう、権利とは「人

権」のことであり、子どもを大人と同じように一人の人間とし

て捉え、人間としての尊厳をもつ社会の一員として扱われる権

利を保障しています。

この権利条約には、「命を守ら

れ成長できること」「子どもにと

って最もよいこと」「意見を表明

し参加できること」「差別のない

こと」の４つの原則があり、権利

については大きく分けて「生きる

権利」「育つ権利」「守られる権

利」「参加する権利」があります。

また、各国から定期的に提出さ

れる報告書などをもとに、年３回、

スイスのジュネーブにて、この条約の実施状況の審査、検討を

『国連・子どもの権利委員会(以下「権利委員会」という。)』

が行っています。
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この権利委員会は、2023 年 8 月 28 日に各国に向けた指

針（「一般意見」）を公表し、環境と子どもの権利に関して初

めて権利条約に基づく締結国の義務について包括的な解釈を示

しました。「一般意見」とは、権利委員会が権利条約で定めら

れている権利が特定の分野やテーマなどにおいて、何を意味す

るのか法的指針を提供する文書です。このたび公表された一般

意見では、環境汚染や気候危機、生物多様性の喪失を取り上げ

て、子どもたちの命や生活を守るためには各国が何をしなけれ

ばならないかが示されました。

締結国は、国内で発生した環境被

害だけではなく、国境を越えた環境

破壊や気候変動の影響に対しても責

任を問われる可能性があり、環境に

関する意思決定においても、子ども

の意見を考慮しなければならず、子

どもたちが行動を起こして、環境被

害から身を守れるようにするための

環境教育が重要であることも示され

ました。

2023 年の７月は、日本の平均

気温が 7 月としては、この 100 年

余りで最も高くなったという報道が

ありました。今年が極端に暑かった

訳ではなく、来年は今年以上に暑く

なるかもしれず、再来年はそれ以上

かもしれません。負の遺産を子ども

たちやその次の世代に残さないため

にも、少しの不便と少しの出費を我

慢して、温室効果ガス削減などに向

けても我々一人ひとりが行動を起こ

しませんか。

みんなで

地球を守ろう！


